
院外処方箋を応需

疑義内容有り

医事課
レセプトの処方内容を修正

変更内容を医事課に
FAX送信

処方医に疑義照会

簡素化プロトコル

疑義内容全て解決

トレーシングレポートを
薬剤部にFAX送信

調剤

調剤

医事課で保管

薬剤部で保管
処方修正や日数調整が必要な内容
はそのコピーを医事課を通じて

主治医に報告

左記網掛けは当院での実施事項。それ以外は保険調剤薬局での実施事項

疑義照会簡素化プロトコル導入後の疑義照会の流れ（電子処方箋を含む）

Yes

Yes

No

No

変更有 変更無

該当無

該当有
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